
 
 

 
令和５年度「群馬パーセントフォーアート」推進会議（第１回） 

を開催します 
 
  今年４月、アート振興に関する全国初の条例『「群馬パーセントフォーアート」推進条例』を

施行いたしました。   
この条例が目指す「アートの持つ様々な力を活用し、他にはない価値を持ち、人を惹きつける

求心力を持つ群馬県の実現」に向け、今後の施策の方向性を協議するため、知事を座長とした
「群馬パーセントフォーアート」推進会議を開催します。 

 
 
１ 日時 

 令和５年１１月２２日（水）１５：３０～１６：３０ 
 
 
２ 場所 

県庁２９階 第２特別会議室 
 
 
３ 委員 

・青柳 剛  （一般社団法人群馬県建設業協会 会長）  
・荒木 夏実（東京藝術大学美術学部先端芸術表現科 准教授）  
・戸叶  大輔（株式会社 SUBARU 商品企画本部デザイン部 担当部長）   
・永山 祐子（有限会社永山祐子建築設計 代表） 
・深井 彰彦（群馬経済同友会 代表幹事） 
・山重 徹夫（中之条ビエンナーレ 総合ディレクター）  

  
 
４ その他 
  ・協議内容は非公開です。 
  ・報道機関は、会議冒頭の委員自己紹介まで傍聴することができます。 
   
 
 

令和５年１１月２１日 
地域創生部 
文化振興課 文化企画係 
電話 027-226-2592  内線：2594  


